
金 円

１．大館市役所本庁舎西側駐車場除排雪業務
　　　（詳細は、別添仕様書のとおり）

別紙本設計書内訳書のとおり

令和７年度

設　　計　　書

業 務 名 大館市役所本庁舎西側駐車場除排雪業務

　業　務　概　要

大　館　市

業 務 場 所 大館市字中城２０番地　（大館市役所本庁舎　西側駐車場）　

業務委託費



   

№ 項　　　　　目
a

単価/時間
b

時間/日
c

日数
a×b×c
金額（円）

摘　要

除雪作業（1時間当たり）

1 ホイールローダー　（2.0㎥　排土板） 2.00 12

2 ホイールローダー　（1.2㎥　排土板） 1.50 12

小計　①

排雪作業（1時間当たり）

1 ホイールローダー　（1.2㎥　バケット） 7.00 12

2 コンテナトラック車　（22.0㎥） 3.00 8

3 コンテナトラック車　（8.0㎥） 4.00 4

4 ダンプトラック車　（10.0ｔ） 3.00 8

5 ダンプトラック車　（4.0ｔ） 4.00 4

小計　②

計（①＋②）

消費税　　 10.0

大館市役所本庁舎西側駐車場除排雪業務　設計内訳書

合　　　計



大館市役所本庁舎西側駐車場除排雪業務仕様書 
 

（委託業務の範囲） 

第１条 除雪業務及び排雪業務の委託範囲は、別紙「大館市役所本庁舎西側駐車場除排雪業務計画

図」のとおりとする。 

（除雪業務） 
第２条 除雪作業は、次により行うものとする。 
⑴ 除雪作業は、設計内訳書に定める車両を使用するものとする。ただし、別車両での作業の場

合は、同等能力以上の車両を使用することとし、委託料単価は変更しないこととする。 

⑵ 出動は、開庁日の早朝までに１０㎝程度の積雪があった場合とし、業務は午前６時００分ま

でに終えるものとする。 

⑶ 受注者は、作業時間をなるべく短縮するよう作業の効率化に努めなければならない。 

⑷ 除雪した雪は、敷地内において市が指示する場所へ置くこととする。 

（排雪業務） 

第３条 排雪作業は、次により行うものとする。 
⑴ 排雪作業は、設計内訳書に定める車両を使用するものとする。ただし、別車両での作業の場

合は、同等能力以上の車両を使用することとし、委託料単価は変更しないこととする。 

⑵ 出動は市の指示により行い、市が指定する日時に排雪業務を行う。 

⑶ 受注者は、作業時間をなるべく短縮するよう作業の効率化に努めなければならない。 

（委託料） 

第４条 除雪作業及び排雪作業の委託料は１時間当たりの単価に作業時間を乗じて得た額の合計

額とする。 

２ 業務委託料は作業時間の月計を１５分単位で計算し、１５分未満の場合は切り捨てるものとす

る。 

３ 受注者は、業務履行報告書として、毎月、除雪機械作業日報にチャート紙を添付して発注者に

提出しなければならない。 

４ 受注者は、前２項に定める委託料について毎月末日をもって締め切りとし、翌月１０日までに

発注者に請求するものとし、業務委託料の支払いは月払いとする。 

（費用負担） 

第５条 各作業に使用する除雪機械及び運転手、助手の費用は、受注者の負担とする。 

２ 除雪機械等に使用する燃料、機械油、その他消耗品類又は維持管理に必要な費用は、受注者の

負担とする。 

３ 受注者が保有またはリースする除雪機械等について、作業により発生した損害（第三者に及ぼ

した損害も含む）の補償に要する費用は、受注者が負担するものとする。 

（作業内容の変更） 

第６条 発注者は必要があると認めるときは、各作業の内容を変更し又は一時中止させることがで

きるものとする。この場合において委託期間を変更する必要があるときは、発注者、受注者協議

のうえ書面によりこれを定めるものとする。 

（その他） 

第７条 各作業終了後に履行場所の路面状態が著しく不良と判断される場合は、発注者は受注者に

作業のやり直しを命ずることができる。この場合の作業費用については受注者の負担とする。 



大館市役所本庁舎西側駐車場除排雪業務
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